
大田原市森林組合

代表理事組合長　須藤　義朗　様

後 継 者 の 続 柄

（注 正組合員は１人の後継者を指定することが条件です）

（注 後継者は正組合員と同一の世帯に属する者であることが条件です）

（注 後継者の条件を満たし正組合員になることで、総代及び役員として

立候補することができます）

な お 、 下 記 の 者 を 後 継 者 と し て 指 定 し ま し た 。

記

後継者に委託をした年月日 平成　　　年　　　月　　　日

後 継 者 の 氏 名

後 継 者 の 住 所

平 成 年 月 日

住　　　　　　所

正組合員氏名
（  フ リ ガ ナ  ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

後　継　者　指　定　届

正 組 合 員 で あ る 私 が 所 有 す る 森 林 の 経 営 に つ い て 委 託 し ま し た の で

定 款 第 ７ 条 ２ 項 １ 号 に よ り お 届 け し ま す 。

( フ リ ｶ ﾞ ﾅ ）


